
日下 祐子
（くさか ゆうこ）

佐藤 出
（さとう いずる）

高橋 孝明
（たかはしたかあき）

はじめての育休取得者なので制度に
ついて詳しく知りたい、育休を取得
する男性社員に、どのような対応を
していいかわからない、引き継ぎは
どうしようなど不安はいろいろ…
安心して育休を取得し、復帰した社
員をしっかりフォローできる体制を
整え、ずっと働きたくなる会社づく
りのアドバイスをさせていただきま
す。

仕事と子育ての両立に関する法律は、
目まぐるしく変化しており、非常に複
雑化しています。私は法律をわかりや
すく皆さんにお知らせすることを心が
けております。
また、両立支援制度の整備は、採用活
動の促進と離職率の低減に欠かせない
要素です。より良い職場環境を構築す
ることで、会社の発展に貢献できるよ
うサポートさせていただきます。

仕事と子育ての両立は今や社会に必
要とされる状況となりました。しか
し、企業様においては仕事と子育て
の両立支援制度の整備についてはな
かなか手が回りにくいところです。
私は社会保険労務士として、そのよ
うなことでお困りの企業様をサポー
トし、企業様の活動を精一杯ご支援
させていただきます。

対象：市内中小事業者 費用：無料（1回2時間、4回まで）

平塚市産業振興課 〒254-8686平塚市浅間町9-1

TEL : 0463-21-9758 Mail : sangyo-s@city.hiratsuka.kanagawa.jp

平塚市Web

アドバイザー

従業員が妊娠・出産、子育てをしながら安心して働ける雇用環境整備に

取り組む中小企業等に、専門家（社会保険労務士）を無料で派遣します。

💡仕事と子育ての両立支援をとりまく制度について知りたい！

💡一般事業主行動計画や就業規則の策定・改定について相談したい！

💡両立支援の制度を導入したい！ 自社の制度を見直したい！

★平塚市子育て支援企業応援奨励金の申請をお考えの際も、ご活用ください！

仕事と子育ての両立支援に向けた雇用環境整備を後押し！

資格：特定社会保険労務士、
行政書士

資格：特定社会保険労務士、
キャリアコンサルタント 資格：社会保険労務士

派遣申請書に記入後、産業振興課まで提出してください。（メール/FAX/郵送/持参）

申込受付後、専門家と日程調整を行い、派遣を決定します。
申込方法

問い合わせ先



平塚市では、従業員の仕事と子育ての両立支援に向けた雇用環境整備に新たに
取り組んだ事業者へ奨励金を支給しています。併せてご活用ください。
制度の詳細は市Webをご覧ください。

年 月 日
子育て支援企業応援アドバイザー派遣申請書

（宛先）
平塚市長

次のとおり子育て支援企業応援アドバイザーの派遣を依頼します。

平塚市子育て支援企業応援奨励金

関連施策のご案内（従業員100人以下の市内中小事業者対象※）※他要件アリ

※ 注意事項
１) 申込書の情報は、本事業を実施する為に使用し、それ以外には使用しません。
２） 相談内容について、事前に確認させていただく場合があります。

なお、申請書の内容は平塚市子育て支援企業応援アドバイザー（社会保険労務士）へ提供します。
３） 相談内容によっては応じられない場合がございますので、あらかじめ御了承ください。

奨励金や助成金の代理申請等は本派遣事業の範囲外となります。
４） 希望日時に添えかねる場合がありますので、御了承ください。

また、１回の派遣は原則２時間以内となります。なお、派遣回数は原則１事業者につき最大４回までとなります。

事業者名

住所

顧問契約社労士の
有無

有 ・ 無

業種 従業員数

電話番号 メール

相談内容

□平塚市子育て支援企業応援奨励金申請に伴う就業規則の内容確認（第３号様式関係）

□仕事と子育ての両立支援に伴う雇用環境整備について

□一般事業主行動計画の策定支援

□就業規則の見直し支援

□その他 ※具体的な相談内容をご記入ください。

相談希望日時

【第１希望】 月 日（ ） 時 分

【第２希望】 月 日（ ） 時 分

【第３希望】 月 日（ ） 時 分

※原則、申請日から２週間以降の日時をご記載ください。

相談希望場所

担当者連絡先

部署名 役職

氏名 電話番号

メール

※今後、活用予定の奨励金や助成金などありましたら、参考までに下記へご記入ください。

□（平塚市）子育て支援企業応援奨励金

□（国）両立支援等助成金

□その他（ ）


